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平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

○
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）(

抄)
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
） 

 

第
二
章 

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大

会
推
進
本
部
（
第
二
条
―
第
十
二
条
） 

 

第
三
章 

基
本
方
針
等
（
第
十
三
条
・
第
十
三
条
の
二
） 

 

第
四
章 

大
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
の
た
め
の
支
援
措
置
等 

 
 

第
一
節 

国
有
財
産
の
無
償
使
用
（
第
十
四
条
） 

 
 

第
二
節 

寄
附
金
付
郵
便
葉
書
等
の
発
行
の
特
例
（
第
十
五
条
） 

 
 

第
三
節 

組
織
委
員
会
へ
の
国
の
職
員
の
派
遣
等
（
第
十
六
条
―
第
二
十

八
条
） 

 

附
則 

  

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
二
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

競
技
大
会
及
び
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
（
以
下
「
大
会
」
と
総
称

す
る
。
）
が
大
規
模
か
つ
国
家
的
に
特
に
重
要
な
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
会
で
あ
る

こ
と
に
鑑
み
、
大
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
に
資
す
る
た
め
、
東
京
オ
リ

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
） 

 

第
二
章 

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大

会
推
進
本
部
（
第
二
条
―
第
十
二
条
） 

 

第
三
章 

基
本
方
針
（
第
十
三
条
） 

 

第
四
章 

大
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
の
た
め
の
支
援
措
置
等 

 
 

第
一
節 

国
有
財
産
の
無
償
使
用
（
第
十
四
条
） 

 
 

第
二
節 

寄
附
金
付
郵
便
葉
書
等
の
発
行
の
特
例
（
第
十
五
条
） 

 
 

第
三
節 

組
織
委
員
会
へ
の
国
の
職
員
の
派
遣
等
（
第
十
六
条
―
第
二
十

八
条
） 

 

附
則 

  
（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
二
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

競
技
大
会
及
び
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
（
以
下
「
大
会
」
と
総
称

す
る
。
）
が
大
規
模
か
つ
国
家
的
に
特
に
重
要
な
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
会
で
あ
る

こ
と
に
鑑
み
、
大
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
に
資
す
る
た
め
、
東
京
オ
リ



  

二 

ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
推
進
本
部
の
設
置

及
び
基
本
方
針
の
策
定
等
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
国
有
財
産
の
無
償

使
用
等
の
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

  
 

 

第
三
章 

基
本
方
針
等 

  

（
基
本
方
針
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

  

（
国
会
へ
の
報
告
） 

第
十
三
条
の
二 

政
府
は
、
大
会
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
お
お
む
ね
一
年
に

一
回
、
大
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
の
推
進
に
関
す
る
政
府
の
取
組
の
状

況
に
つ
い
て
の
報
告
を
国
会
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
推
進
本
部
の
設
置

及
び
基
本
方
針
の
策
定
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
国
有
財
産
の
無
償
使

用
等
の
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
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第
三
章 

基
本
方
針 

  

第
十
三
条 

（
略
） 

   

（
新
設
） 

 
 

 


